
豊
一
際
委
峯
零
時
機
ぷ
一
撃
粧
品
産
…
主
一
宮
、
一

方ぷ)，
J
~

ごし・

J
J
7
・ud---
い
一
一
町
健
在
つ
で
丹
羽
越
前
守
長
努
に
倍
、
突
い
で
町
一
た
と
あ
る
。
一
臨
涼
軒
目
録
延
億
三
年
三
沼
ご
日
の
傑

J

イ
V
ム
ラ
マ
.
守
ノ
プ
今
村
正
信
遜
穏
健
兵
衛
。
一
回
利
長
に
召
さ
れ
て
宇
野
平
八
の
奥
カ
と
な
り
、
八
一
に
、
『
謹
=
賀
州
佐
野
政
所
思
浪
政
所
-
之
政
二
週
醤
v

鹿
安
四
年
前
田
利
常
に
仕
へ
、
様
四
百
五
十
石
に
及
一
王
子
の
戟
に
貢
傷
し
、
更
に
越
中
岩
淵
の
噴
嘩
に
平
一
之
。
』
と
あ
る
。
政
所
は
庄
闘
の
貢
租
を
管
理
す
る
も

ぴ
、
奥
御
納
戸
奉
行
・
定
番
街
番
頭
に
任
じ
、
箆
永
一
八
の
切
腹
を
命
ぜ
ら
れ
た
後
、
横
山
山
城
守
長
知
に
一
の
で
あ
る
。

六
年
残
し
た
。

E
信
は
桂
村
叉
は
こ
築
蛍
と
観
し
、
士
一
周
し
て
牒
ご
百
石
を
受
け
、
大
型
寺
の
役
に
従
ひ
哲
一
イ
ミ
ナ
ミ
ジ
ン
ジ
ヤ
忌
混
紳
位
江
沼
郡
弓
・
波

平
岩
仙
桂
の
門
人
で
あ
っ
た
。

E
信

の

勝

、

順

庵

・

工

戟

し

た

。

一

に

銀

座

す

る

。

約

日

本

後

紀

に

嘉

静

二

年

十

周

庚

寅

鳩
巣
と
贈
答
す
る
も
の
多
い
が
、
格
調
未
だ
高
し
と
一
イ
マ
ヰ
ザ
ダ
品
・
ワ
今
井
左
太
夫
初
め
て
前
回
一
奉
v
授
=
加
賀
閥
治
浪
紳
従
五
位
下
-
と
あ
る
治
浪
は

は
せ
ぬ
0

.

工
利
家
に
仕
へ
、
千
五
百
石
を
受
け
、
後
に
大
型
寺
の
一
忌
浪
の
認
で
あ
ら
う
o
式
内
等
沓
匙
記
に
は
、
『
思
浪

イ
マ
ム
ラ
マ
タ
ノ
リ
今
村
復
謹
濁
稽
嘉
卒
太
、
一

ι役
に
従
う
て
功
を
立
て
、
叉
大
坂
の
役
に
は
使
番
を
一
一
柳
位
。
式
内
一
座
。
忌
浪
村
銀
座
。
今
稽
=
穂
宮
叩
或

金
揮
の
人
。
前
回
伊
勢
守
の
給
人
。
聞
流
の
算
患
を
一
勤
め
、
子
孫
滞
に
世
襲
し
た
。
一
去
祭
跡
食
溺
魂
跡
。
忌
浪
村
或
矯
=
弓
被
村
刊
』
と
し
、

石
黒
信
闘
に
暴
ん
だ
。
復
躍
が
目
下
元
太
郎
総
守
と
一
イ
マ
ヰ
ヤ
シ
キ
今
井
屋
島
金
滞
城
外
不
明
門
一
跡
祉
殿
録
に
は
忌
浪
を
伊
武
奈
美
と
制
む
と
あ
る
。

共
に
、
亭
和
元
年
に
掲
げ
た
算
皐
の
額
は
も
と
卯
辰
一
の
内
で
、
初
め
は
篠
原
織
部
の
第
で
あ
っ
た
が
、
寛
一
里
人
の
今
之
を
穂
の
宮
と
稽
す
る
は
、
祭
神
倉
絹
魂

山
観
普
堂
に
、
享
和
三
年
の
も
の
は
野
町
神
明
祉
に
一
文
三
年
老
女
今
井
を
こ
L

に
腐
ら
し
め
た
の
で
此
の
一
柳
の
徳
を
稽
へ
た
も
の
で
あ
ら
号
と
江
沼
志
稿
に
記

在

っ

た

。

一

越

援

が

あ

る

。

一

し

て

居

る

。

叉

跡

祉

か

ら

東

拾

往

還

の

東

に

ホ

ウ

ド

イ
マ
ヰ
今
井
戸
田
弼
五
左
衛
門
の
女
で
、
母
一
イ
マ
ヰ
ヨ
Z
モ
ン
今
弁
奥
右
衛
門
初
名
木
工
。
一
石
と
稽
へ
て
、
大
さ
二
米
に
一
米
軍
、
高
さ
一
米
、

は
前
回
慶
次
利
太
の
娘
で
あ
っ
た
。
初
め
利
家
の
女
一
実
は
松
平
和
泉
守
の
臣
今
井
敏
馬
。
木
工
元
和
申
前
一
穴
の
径
四
五
組
、
深
さ
二

O
檀
の
礎
石
が
あ
っ
た
が
、

春
香
院
に
奉
仕
し
た
が
、
そ
の
夜
後
光
高
の
室
清
泰
一
回
利
常
に
仕
へ
、
三
百
石
か
ら
五
百
石
に
滋
み
、
貞
一
今
移
し
て
笛
制
祉
の
域
内
に
在
る
。
こ
れ
を
世
に
訂

院
夫
人
に
毘
し
て
綱
紀
の
幼
少
の
時
か
ら
之
を
介
抱
一
事
元
年
夜
。
子
孫
務
に
世
襲
し
た
。
一
越
勝
光
寺
の
萄
祉
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
は
信
じ

し
た
。
是
を
以
て
後
に
今
井
屋
敷
に
置
か
れ
、
養
子
一
イ

εヅ
ガ
ハ
射
水
川
こ
加
。
越
中
高
閲
の
俳
一
ら
れ
ぬ
。
平
安
朝
の
塔
礎
で
あ
ら
う
。

戸
田
靭
貨
に
七
百
石
を
賜
は
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
今
で
入
十
丈
響
。
元
隊
十
四
年
七
用
序
。
践
は
北
校
。
京
一
イ
モ
ジ
鋳
物
師

C
U山
代
錯
物
師
!
江
沼
郡

弁
の
死
後
に
は
茶
場
料
三
十
石
を
戸
田
氏
に
附
せ
ら
一
弁
筒
屋
庄
兵
衛
板
。
著
者
は
元
織
九
年
秋
芭
蕪
の
泊
一
山
代
庄
金
屋
に
は
鈍
物
師
が
あ
っ
て
、
一
一
躍
の
特
縫

れ

た

。

一

弟

を

尋

ね

て

伊

勢

・

京

・

鍵

波

に

滋

び

、

義

仲

寺

に

抱

一

ー

を

有

し

て

ゐ

た

。

至

徳

ご

年

間

郡

菅

生

石

部

神

社

を

イ
マ
ヰ
カ
ン
ダ
ユ
ウ
今
井
勘
太
夫
磯
七
百
石
。
一
で
た
が
、
そ
の
途
中
に
得
た
諸
俳
士
の
吟
、
及
び
加
一
造
営
す
る
に
笛
h
、
彼
等
に
封
し
て
棟
別
銭
を
課
せ

大
坂
再
役
に
従
軍
し
、
侍
町
に
て
散
首
一
を
磁
た
。
一
越
能
等
地
方
人
の
勾
を
集
め
、
古
翁
の
詠
二
蜜
を
容
一
ん
と
し
た
時
、
鐙
物
師
等
先
規
に
よ
h
て
発
除
の
特

後
に
そ
の
直
系
今
井
牢
四
郎
は
四
百
石
を
受
け
て
居
一
一
顧
に
置
い
て
こ
の
集
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
典
を
有
す
る
を
理
由
と
し
、
之
を
朝
廷
に
訴
へ
て
、

た
が
、
貸
永
二
年
に
断
絶
し
、
同
苗
今
井
叉
太
夫
は
一
イ
ξ
ナ
ξ

忌
混

4
ユ
ミ
ナ
ミ
弓
彼
。
一
枇
家
の
館
促
を
停
止
せ
し
む
べ
き
勅
識
を
得
、
守
趨

百
石
を
領
し
て
ゐ
た
が
元
除
元
年
に
紹
炊
し
た
。
一
イ
ミ
ナ
ミ
ゴ
ウ
忌
混
郷
江
沼
郡
の
古
郷
名
。
一
富
樫
昌
家
の
周
年
四
周
一
一
一
日
之
を
執
行
し
た
案
文

イ
マ
キ
ヂ
シ
シ
ョ
ウ
今
井
元
昌
諒
は
遭
好
。
一
和
名
抄
諾
本
に
思
を
忘
に
作
る
は
設
で
あ
る
。
古
訓
一
は
、
東
寺
百
合
文
書
に
見
・
ズ
る
。

江
戸
在
住
の
外
科
留
で
あ
っ
た
。
明
和
元
年
十
一
周
一
は
南
奈
美
だ
と
す
る
設
と
伊
奈
美
だ
と
す
る
設
と
あ
一
会
己
中
居
錨
物
師

l
胤
歪
都
中
居
に
も
錨
物
師
が

召
出
さ
れ
、
新
知
百
五
十
石
を
受
け
、
寛
政
五
年
夜
一
る
。
蔭
涼
軒
目
録
延
徳
こ
年
十
一
周
五
日
僚
に
、
雲
一
居
た
。
藤
原
明
衡
の
新
猿
柴
記
に
武
蔵
鐙
・
能
登
鐙
・

し
た
。
子
孫
春
庵
・
昌
軒
・
元
異
相
襲
い
で
務
の
協
怖
を
一
門
庵
領
加
賀
闘
思
浪
郷
が
見
え
る
。
一
河
内
鍋
と
い
ひ
、
玄
恵
法
闘
の
庭
訓
往
来
に
能
登
鐙

受

け

た

。

ィ

εナ
ミ
シ
ョ
ウ
忌
混
庫
江
沼
郡
に
在
っ
た
。
一
と
載
せ
‘
林
溜
節
用
集
に
能
菅
多
昌
利
鍛
-
鎗
=
大
器
-

司
船
掛
川
信
恵
一
紙
眠

ら
か
で
な
い
。
鹿
島
郡
永
光
寺
の
学
館
は
文
明
四
年

の
も
の
で
加
能
爾
固
に
現
存
す
る
最
古
の
鏡
で
あ
る

が
、
そ
の
鑓
遺
工
人
を
書
い
て
な
い
。
然
る
に
天
文

十
年
の
文
書
に
中
居
釜
屋
村
と
記
す
も
の
を
見
る
に

及
ん
で
、
初
め
て
蛍
時
巴
に
中
居
に
斯
識
の
隆
盛
で

あ
っ
た
こ
と
を
知
る
べ
〈
、
天
文
十
五
年
彼
等
の
鋳

造
し
た
洪
錆
は
、
現
に
飛
騨
凶
大
野
郡
な
る
千
光
寺

に
傍
へ
ら
れ
、
永
勝
九
年
の
も
の
は
能
登
闘
羽
咋
郡

本
光
寺
に
存
す
る
。
こ
の
申
民
の
鎚
物
業
に
関
す
る

文
書
を
綿
録
す
る
も
の
に
、
中
鹿
錨
物
師
同
来
記
一

容
が
あ
っ
て
、
天
文
廿
二
年
こ
周
御
蔵
兵
庫
助
久
直

の
奥
書
を
有
す
る
が
、
務
政
期
の
畿
な
る
知
〈
、
そ

の
申
に
攻
め
ら
れ
た
給
旨
も
、
皆
河
内
閣
丹
南
郡
狭

山
郷
内
日
置
庄
の
鑓
物
師
に
賜
は
っ
た
も
の
で
、
中

居
錯
物
師
と
何
の
関
係
も
な
い
。
議
L
錦
物
師
を
業

と
す
る
者
が
、
河
内
よ
ふ
り
出
て
諸
闘
に
散
在
し
た
と

す
る
は
、
全
閥
共
湿
の
口
碑
で
、
彼
等
は
叙
爵
の
箆

に
御
議
氏
の
執
達
を
得
、
随
っ
て
御
蔵
氏
の
家
俸
を

移
し
て
自
家
の
経
歴
な
る
如
〈
縛
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。

中
島
鋳
物
師
も
初
は
内
浦
村
神

J

崎
に
居
た
と
い
ふ

か
ら
、
固
よ
h
土
着
の
錨
物
師
で
あ
ら
号
。
し
か
し

彼
等
が
御
誠
氏
の
管
轄
に
屈
し
た
後
に
於
い
て
、
恒

例
に
随
ひ
即
位
の
御
認
儀
を
上
っ
た
こ
と
は
勿
論

で
、
現
に
永
除
四
年
の
領
攻
寄
を
有
す
る
。
こ
は
中

居
鋳
物
師
が
、
正
親
町
天
皇
の
即
位
を
賀
す
る
箆
、

御
議
氏
を
介
し
て
鳥
目
を
禁
廷
に
上
h
、
叉
別
に
仁

卒
中
河
内
鈍
物
師
が
金
競
穏
を
上
っ
て
、
主
上
御
悩

卒
怒
の
功
を
奏
し
た
吉
例
に
よ
旬
、
金
簸
舘
の
料
足

を
献
納
し
た
に
図
る
も
の
で
あ
る
。
醤
時
中
震
の
鑓

館
業
大
に
繁
盛
に
赴
き
、
永
糠
か
ら
元
利
に
至
る
聞

に
、
鈍
物
師
と
し
て
御
職
氏
の
菅
録
を
得
た
者
の
み

で
も
、
四
十
人
を
歎
へ
た
。
能
登
名
跡
志
に
、
『
初
は

イ
マ
l

イ
モ

六
五


